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ⅩⅬⅡ きく 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況調査 

１ 定点における調査 

作型や地域により栽培方法が異なるので一律には定め難いが、栽培に当たっての代表的な生育状況

を把握できるようにする。簡易被覆や電照等主要な作業があれば、それを記載する。 

 （１）育苗 

   ア 挿し芽時期 

 （２）本ぽ 

   ア 定植時期 

   イ 摘芯時期 

   ウ 着蕾時期（50％が着蕾した時期） 

   エ 収穫時期 

 （３）調査項目 

 ア 耕種概要（品種名、栽植密度（茎数／㎡）、施肥方法、草丈等を必要に応じて調査する） 

（４）参考 

 栽培型については、種々の呼び方があるが、できるだけ統一の取れた呼び方を採用し、地方的な

呼び方は括弧書きで併記することが望ましい。呼び方は、川田・船越（1988）に従うことが適当と

思われる。 
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 Ｂ 黒斑病及び褐斑病 

黒斑病及び褐斑病は、病徴により区別することが困難である上、品種によりり病性と病徴に差異が見ら

れる。風雨によって感染、進展することが知られている。 

このため、ほ場における初発生時期の調査に重点をおき、まん延と関係の深い気象の状況から、発生量

を予察することに重点をおく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域により栽培時期・品種等が異なることが多いので、代表品種及び主要作型を組み入れたほ

場で調査を行うものとする。また、調査は、黒斑病及び褐斑病を区別せず行うものとする。 

 

きくの生態的特性によって分類された品種群とその適応作型 

品種群名 自然開花期 適応作型 備考 

夏ぎく [暖地]     

早生 ４月下旬～５月上旬 
冬至芽定植によ

る季咲き・促成

栽培 

早生品種は、晩生品

種よりも低温下で花

芽分化する 

中生 ５月中旬～５月下旬 

晩生 ６月上旬～６月下旬 

        

夏秋ぎく [冷涼地]     

早生 ７月 挿し芽苗定植に

よる季咲き・電

照・シェード栽

培 

高温による開花遅延

の小さい品種が多い 
中生 ８月 

晩生 ９月 

        

秋ぎく [冷涼地・暖地]     

早生 10 月上旬から 10 月中旬 挿し芽苗定植に

よる季咲き・電

照・シェード栽

培 

  

中生 10 月下旬～11 月上旬   

晩生 11 月中旬～11 月下旬   

        

寒ぎく [暖地]     

  

12 月以降 挿し芽苗定植に

よる季咲き・電

照・シェード栽

培 

高温による開花遅延

が著しい 

 暖地：東海地方の平地を標準とする 

 冷涼地：長野県の平地を標準とする 
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（ア）苗床における調査 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を把握する。 

（イ）本ぽにおける調査 

発生の拡大を解析できる調査を行うものとし、特に、初発生時期及び発生盛期における発生

状況を把握し、気象要因等との関係の解析に努めるものとする。 

（調査方法） 

初発生日を把握するため、任意の100株を調査する。 

初発生後は任意の25株を抽出し、１株当たり任意の１茎の下位20葉以上について、発病葉

率を調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から、初発生までは７日、その後は７又は14日おきに収穫期まで調査する。 

イ  発病度の算出 

調査ほ場から１筆当たり25茎を抽出し、それぞれ下位20葉以上について、発病の有無を調査し、

発病株率、発病葉率を求める。 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり25茎を抽出し、それぞれ下位20葉以上につ

いて、発病葉数を調査して発病葉率を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

発病葉率（％） ０ １～10 11～30 31～60 61以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

定植直後から採花期まで月２回  

２ 予察法 

（１）病原菌の発育適温は、黒斑病菌で24～28℃、褐斑病菌は20～28℃である。 

（２）摘心後20～30日前後から初発病が認められるが、摘心後の降雨が発病に関与しているようである。 

（３）品種によりり病性や病徴が異なるようである。 

 

 Ｃ 白さび病 

本病はきく栽培における重要病害であり、一般的には春期と秋期に多発して被害が大きく、薬剤耐性菌

の出現により難防除となっていることも多い。また、本病菌は活物寄生菌であることからその生態の解明
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も困難が伴い、特に越冬と越夏の状況に不明な点が多い。さらに、きくの品種によりり病性に違いが認め

られている。 

このため、これらの点を踏まえ、伝染源となる親株等の調査を中心に、初発生やまん延と関係が深い気

象状況から、まん延期及び発生量を予察することに重点をおく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域により、栽培時期・品種等が異なることが多いので、代表品種及び主要作型を組み入れた

ほ場で調査を行うものとする。 

（ア）苗床における調査 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を把握するのが望ましい。 

（イ）本ぽにおける調査 

発生の拡大を解析できる調査を行うものとし、特に、初発生期及び発生盛期における発生状

況を把握し、気象要因等との関係の解析に努めるものとする。 

（調査方法） 

初発生日を把握するため、任意の100株を調査する。 

初発生後は任意の25株を抽出し、１株当たり任意の１茎の最上位展開葉から下位の連続し

た25葉以上について、病斑数を調査し、発病度を算出する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から、初発生までは７日、その後は７又は14日おきに収穫期まで調査する。 

（ウ）ほ場周辺におけるり病雑草等の調査 

ほ場により状況が異なるので、周辺環境・植生の特徴に極力留意しつつ、ほ場周辺における

調査を実施しておくとよい。 

（エ）品種間差異の調査 

白さび病については、きく品種間でり病性の差異が認められているが、系統化した調査は少

ない。り病性における品種間差異に関する検定方法の確立と並んで、検定結果も栽培上重要な

情報となる。 

また、り病性の高い品種群は、発生予察上の利用価値も高いので、可能な限りり病性検定を

実施しておくことが望ましい。 

イ 発病度及び発病程度別基準 

発病度は以下の基準で算出する。 

 発病度＝
４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋Ｄ

４ × 調査葉数 
× 100 

Ａ：病斑が21以上  
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Ｂ：病斑が11～20  

Ｃ：病斑が２～10  

Ｄ：病斑が１ 

Ｅ：病斑が見られないもの 

（発病程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

発病度 ０ 1～10 11～20 21～31 31以上 

ウ 白さび病菌の基礎的生態解明 

病斑の大きさは、抵抗性品種では小さくなることが考えられる。また、適温下では次々と感染

が起こり、多くの病斑ができるため、個々の病斑は大きくならないことが考えられる。このため、

ほ場調査等においては、菌のタイプが判別できるよう、記録にとどめておくとよい。 

なお、黒さび病の発生状況についても併せて調査することが望ましい。 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり25茎を抽出し、それぞれ最上位展開葉から下

位の25葉以上について、発病葉数を調査して発病葉率を求め、次の基準によって程度別面積を算

出する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

発病葉率（％） ０ １～10 11～30 31～60 61以上 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期及び定植直後から採花期まで、原則として月２回行い、その他の期間については必要に

応じて実施する。 

２ 予察法 

（１）親株が第１次伝染源となるので、親株萌芽茎、育苗床における発生を把握する。 

（２）初発生が早いとその後の発生が多くなる傾向があるので、ほ場における初発生時期を明確にする。 

（３）適温下（20℃前後）での潜伏期間は７～10日である。 

 

 Ｄ アザミウマ類 

きくにはミナミキイロアザミウマ、ネギアザミウマ、クロゲハナアザミウマ、ダイズウスイロアザミウ

マ、ミカンキイロアザミウマ、ヒラズハナアザミウマ、ハナアザミウマ、キイロハナアザミウマ、コスモ

スアザミウマなどが寄生する。中には被害の著しい種類もあるが、被害の実態が不明確なものも多い。特
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に、ミナミキイロアザミウマは上位葉、ミカンキイロアザミウマは花に被害が多く、切花の商品価値を著

しく低下させる。  また、ウイルス病を媒介することが知られている。このため、栽培初期における被害

量や主要種の発生消長の調査を中心に、その後の被害量と発生量、多発時期を予察することに重点をおく。  

１  調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域により栽培時期・品種等が異なることが多いので、代表品種及び主要作型を組み入れたほ

場で調査を行うものとする。 

（ア）成虫の発生状況調査 

垂直に置いた粘着（片面）平板式トラップにより調査する。 

（調査方法） 

12×８㎝程度の大きさの白色トラップを、ほ場内に50㎝の高さに設置する。 

（調査時期） 

本ぽ定植前から収穫まで７日ごとに調査する。 

（イ）苗床における調査 

（調査方法及び調査時期） 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を、必要に応じて適宜調査する。 

（ウ）本ぽにおける調査 

発生の拡大を解析できる調査を行うものとし、特に、初発生時期から発生盛期における発生

状況を把握し、天敵及び寄生菌の発生状況や気象要因等との関係の解析に努めるものとする。 

（調査方法） 

品種ごとに25茎抽出し、１茎当たり上・中位葉各５葉に寄生する虫数を調査する。ミナミ

キイロアザミウマについては、25茎の上位10葉の被害葉率を調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から収穫期まで７日ごとに調査する。 

イ 越冬状況調査 

アザミウマ類の越冬状況については、明らかになっていないものが多い上、地域によるきくの

作型及び栽培法の違いに応じて主要なアザミウマ類の種類も異なる。しかし、アザミウマ類の越

冬、増殖等の生態やほ場への侵入経路を明らかにすることは、初期の発生を予察する上で重要と

考えられる。 

このため、親株及び冬至芽における寄生状況を調査するとともに、きく科の雑草を含めアザミ

ウマ類の寄生生態を調査することとする。 

（調査方法及び調査時期） 

必要に応じ、発生状況を適宜調査する。 



42－7 

 

ウ 発生程度別基準 

きくの生育や切花に対する被害は、アザミウマ類の種類により異なると考えられるので、種類

ごとに被害状況との関係を基準化することが望ましいが、その際には、実用的な簡便さにも留意

するものとする。 

きくの品種、作型、生育程度により発生程度が異なる場合が多いので、これらを勘案し、特徴

的な事例から発生程度別基準を策定するとよい。 

（発生程度別基準については、（２）巡回による調査の項を参照） 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆あたり25茎を抽出し、それぞれ上・中位葉各５葉

について、被害葉数を調査し被害葉率を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。この

際、主要加害種を記録する。また、100花（切り花前）を抽出して、被害花数を調査して被害花

率を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

被害葉率 ０ １～５ ６～10 11～25 26以上 

被害花率 ０ １ ２～５ ５～10 11以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期及び定植直後から採花期まで原則として月２回行い、その他の期間については必要に

応じて実施する。 

２ 予察法 

（１）主要なアザミウマ類の年間発生生態を明らかにし、栽培初期の発生密度と気象要因との関係から、

栽培中・後期における発生密度の予察を行うとともに、防除要否・防除適期を予測するものとする。 

（２）気象要因については、栽培期間中の気温、降水量の関与が大きいものと考えられる。 

（３）周辺雑草・収穫残さからの移入、増殖についても重視するものとする。   

３ 参考 

（１）粘着トラップによるミナミキイロアザミウマの誘殺ときくの被害とは、ほぼ同時期であるとする

報告がある（大野ら  1988）。 

（２）粘着トラップに誘殺されたアザミウマ類の種類を簡易に同定する方法が考案されている（千脇ら  

1994：植物防疫48（12））。 
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Ｅ アブラムシ類 

きくには、ワタアブラムシ、モモアカアブラムシ、キクヒメヒゲナガアブラムシなどが寄生する。茎

葉に寄生して生育障害をもたらしたり、花蕾に寄生してその商品価値を低下させるほか、ウイルス病を

媒介することが知られている。また、アブラムシ類の種類によっては、きくの品種による寄生性の違い

も認められるようである。 

このため、初期の発生消長を把握するとともに、その後の発生量、多発時期を予察することに重点を

おく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域により栽培時期・品種等が異なることが多いので、代表品種及び主要作型を組み入れたほ

場で調査を行うものとする。 

（ア）有翅成虫の発生状況調査 

水盤式又は粘着平板トラップにより調査する。 基本的には、県の試験研究機関での調査とす

る。 

（調査方法） 

水盤式トラップ：黄色トラップをほ場内の地面に設置し調査する。 

粘着式トラップ：12×８cm程度の大きさの黄色トラップを、ほ場内に50cmの高さに設置し

調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植前から、水盤式トラップは毎日、粘着式トラップは７日ごとに収穫期まで調査す

る。 

（イ）苗床における調査 

（調査時期及び方法） 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を、必要に応じて適宜調査する。 

（ウ）本ぽにおける調査 

発生時期の拡大を解析できる調査を行うものとし、特に、初発生時期及び発生盛期における

発生状況を把握し、発生盛期については、天敵及び寄生菌の発生状況や気象要因等との関係の

解析に努めるものとする。 

アブラムシ類の種類によっては、きくの品種や作型、地域によりその寄生性や増殖率等が

異なる場合も考えられるので、後に行う解析が困難とならないよう、主要種等を記録にとど

めておくものとする。 

また、本ぽ寄生密度と収穫花きにおける発生状況との関係を明らかにしておくとよい。 
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（調査方法） 

品種ごとに25茎抽出し、１茎当たり上・中位葉各５葉、有翅・無翅の別に調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から収穫期まで７日ごと調査する。 

イ 越冬状況調査 

アブラムシ類の越冬状況については、明らかになっていないものが多い上、地域によるきくの

作型及び栽培法の違いに応じて主要なアブラムシの種類も異なる。しかし、アブラムシ類の越冬、

増殖等の生態やほ場への侵入経路を明らかにすることは、初期の発生を予察する上で重要と考え

られる。 

地域によりきくの作型や栽培法が異なるため、それに応じて主要なアブラムシの種類が異なる

上、越冬状況についても不明なものが多い。しかし、ほ場における飛来・定着及びその後の増殖

の状況を解明するためにも、越冬状況を把握するとともに、その後の状況を明らかにしておく必

要がある。このため、親株及び冬至芽における寄生状況を調査するとともに、きく科等の雑草を

含めアブラムシ類の寄生生態を調査することとする。 

また、寄生天敵や寄生菌り病率等についても併せて調査することが望ましい。 

（調査方法及び調査時期） 

必要に応じ、発生状況を適宜調査する。 

ウ 発生程度別基準 

きくの生育被害や切り花に対する影響はアブラムシの種類によって異なると考えられるので、

種類ごとに被害との関係を基準化することが望ましいが、その際には、実用的な簡便さにも留意

するものとする。 

きくの品種、作型、生育程度により異なる場合が多いので、それらを勘案し、特徴的な事例か

ら発生程度別基準を策定するとよい。 

（発生程度別基準については、（２）巡回による調査の項を参照） 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり25茎を抽出し、それぞれ上・中位葉各５葉

について寄生虫数を調査し、次の基準によって程度別面積を算出する。この際、主要加害種を

記録する。また、100蕾（着蕾期～破蕾期）を抽出し、寄生蕾数を調査して寄生蕾数を求め、次

の基準によって程度別面積を算出する。 
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（発生程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

１茎当たり生息数 ０ １ ２～10 11～50 51以上 

寄生蕾率 ０ １ ２～５ ６～10 11以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期及び定植直後から採花期まで原則として月２回行い、その他の期間については必要に

応じて実施する。 

２ 予察法 

（１）栽培初期の発生密度と気象要因との関係から、栽培中・後期における発生密度の予察を行うとと

もに、防除要否・防除適期を予測するものとする。 

（２）気象要因については、栽培期間中の気温、降水量の関与が大きいものと考えられる。   

３ 参考 

（１）モモアカアブラムシ有翅胎生雌の飛翔活動は、一般に、気温12.5℃以上、風速3.5m／sec以下であ

ることを必要とし、また、春期には地表１m、秋期は 1.5m程度の高さで最も盛んになることが知ら

れている。さらに、アブラムシの誘引色彩反応は、種類により異なる。 

（２）株当たり密度でアブラムシ胎生雌の繁殖を調査すると、一般には負の二項分布を示す。平均密度

の推計に当たっては、逐次抽出法や分布型によらない抽出法による密度推定を用いることも考慮に

いれてよい。 

 

Ｆ カスミカメムシ類 

沖縄県では、ウスモンミドリカスミカメの新芽、花蕾、花弁への吸汁加害により、茎の湾曲や芯止まり

症状が見られることがある。また、東北地方では、コアオカスミカメ、ブチヒゲクロカスミカメ、ミドリ

カスミカメ等による花蕾への被害が見られる。 

しかしながら、これらの被害状況やカスミカメムシ類の生態には不明な点も多い。 

このため、カスミカメムシ類の被害解析や生態を解明しながら、加害の時期、被害量を予察するため

の発生消長調査に重点おく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域や栽培の時期、品種等から発生の特徴を解析し、被害の多い品種と主要作型を組み入れたほ

場で調査を行うものとする。 

（ア）成虫の発生状況調査 

予察灯又は垂直に置いた粘着（片面）平板式トラップ、円筒粘着トラップにより調査する。 
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（調査方法） 

12×８cm程度の大きさの白又は青色トラップ平板を、ほ場内に50cmの高さに設置するか、

直径８cm、高さ20cmの円筒粘着トラップをきくの先端から20cmの高さに設置し、調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植前から収穫期まで予察灯は毎日、トラップは７日ごとに調査する。 

（イ）育苗における調査 

（調査方法及び調査時期） 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を、必要に応じて適宜調査する。 

（ウ）本ぽにおける調査 

初発生時期及び発生盛期における発生状況を把握し、発生盛期については、天敵及び寄生菌

の発生状況や気象要因等との関係を解析するものとする。 

カスミカメムシ類の生態には不明な点が多いので、可能な限り基礎的な調査を行い、発生生

態の解明に努める。 

また、本ぽ寄生密度と収穫花きにおける発生状況との関係を明らかにしておくとよい。 

（調査方法） 

品種ごとに100茎を抽出し、芯葉部又は花蕾における成虫及び幼虫数を調べる。併せて、芯

止まり、茎の曲がり、被害花蕾等について調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から収穫期まで７～10日ごとに調査する。 

イ 越冬状況調査 

カスミカメムシ類の越冬及び越夏状況については不明な点が多く、周辺雑草を含めて調査対象

とするものとする。 

ウ 発生程度別基準 

きくの生育期の加害や花蕾に対する影響は、カスミカメムシの種類により異なると考えられる

ので、種類ごとに被害との関係を基準化することが望ましいが、その際には、実用的な簡便さに

も留意するものとする。 

きくは品種、作型が多岐にわたるので、特徴的な事例から発生程度別基準を策定するとよい。 

（発生程度別基準については、（２）巡回による調査の項を参照） 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり100茎を抽出し、寄生虫数を調査して、次の
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基準によって程度別面積を算出する。また、被害茎数を調査して被害茎率を求め、次の基準に

よって程度別面積を算出する。 

さらに、収穫後の切り株ほ場や周辺雑草において、捕虫網によるすくい取り（20回）調査を

行い、発生状況の把握に努める。 

（発生程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

100茎当たり生息数 ０ １ ２～５ ６～10 11以上 

被害茎率（％） ０ １ ２～10 11～20 21以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期及び定植直後から採花期まで原則として月２回行い、その他の期間については必要に

応じて実施する。 

２ 予察法 

（１）カスミカメムシ類の年間発生生態を明らかにし、栽培初期の発生密度と気象要因との関係から、栽

培中・後期における発生密度の予察を行うとともに、被害を予測できるようにするものとする。 

（２）気象要因については、栽培期間中の気温、降水量の関与が大きいものと考えられる。 

 

Ｇ ハスモンヨトウ及びシロイチモジヨトウ  

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 成虫の発生消長調査 

フェロモントラップによる雄成虫の誘殺状況から発生消長を知る。 

（調査方法及び調査項目） 

定点調査地点にフェロモントラップを設置し、雄成虫の誘殺状況を調査する。なお、両種の

トラップを併設する際は、互いに干渉しないよう10m以上距離をあける。 

（調査時期及び調査間隔） 

４月から11月の５～７日ごと 

イ 卵幼虫の発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

予察圃場において25～50株を抽出し、卵幼虫の寄生株率を調査する。なお、次の基準により

発生程度を評価できる。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

卵幼虫の寄生株率（％） ０ １～５ ６～15 16～30 31以上 
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（調査時期及び調査間隔） 

定植20日後より月１～２回 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり25～50株を抽出し、卵幼虫の寄生株数を調

査して寄生株率を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

卵幼虫の寄生株率（％） ０ １～５ ６～15 16～30 31以上 

（調査時期及び調査間隔） 

定植20日後より月１～２回  

２ 予察法 

（１）フェロモントラップでの成虫の誘殺数が多いと次世代幼虫の発生量が多くなり、被害が大きくなる。 

（２）ほ場により卵幼虫の発生量が大きく異なることに注意しながら、次世代以降の発生量を予察する。 

 

Ｈ ハダニ類 

きくにはナミハダニ黄緑型、カンザワハダニ、キクビラハダニ、キクモンサビダニなどが寄生する。

特に、ナミハダニ黄緑型は花や花蕾にも寄生して切花の商品価値を著しく低下させる。キクモンサビダ

ニは葉に寄生して、黄色斑紋を発現させる。 

このため、初期の発生消長を把握するとともに、その後の発生量、多発時期を予察することに重点を

おく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

地域により栽培時期・品種等が異なることが多いので、代表品種及び主要作型を組み入れたほ

場で調査を行うものとする。 

（ア）苗床における調査 

（調査方法） 

親株萌芽茎、育苗床における発生状況を把握する。 

（調査時期） 

育苗期に月１～２回程度。 
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（イ）本ぽにおける調査 

発生の拡大を解析できる調査を行うものとし、特に、初発生時期及び発生盛期における発生

状況を把握し、気象要因等との関係の解析に努めるものとする。 

（調査方法） 

品種ごとに25茎を抽出し、１茎当たり上・中位葉各５葉の雌成虫を調査する。なお、キク

モンサビダニについては、10茎上位10葉の被害葉率を調査する。 

（調査時期） 

本ぽ定植後から収穫期まで７日ごとに調査する。 

イ ほ場周辺雑草における調査 

ダニ類の発生状況は産地の状況により異なるので、周辺環境や植生の特徴に極力留意しつつ、

雑草、放任ぎく等における発生状況とほ場における移入・増殖との関係を明らかにする。 

（調査方法及び調査時期） 

育苗期から収穫期まで、雑草の植生を考慮して、発生状況を適宜調査する。 

ウ 越冬状況の調査 

ハダニ類の休眠中の感温性・感光性は、地域により違いがあり、越冬状況も冬季の植生により

違いがあると考えられるため、産地における周辺雑草やきく越冬株等について調査を実施する。 

（調査方法及び調査時期） 

必要に応じ、発生状況、休眠率を適宜調査する。 

エ 発生程度別基準 

きくの生育被害や切り花に対する影響はダニの種類により異なると考えられるので、種類ごと

に被害との関係を基準化することが望ましい。 

きくの品種、作型、生育程度により異なる要因が多いので、これらを勘案し、特徴的な事例か

ら発生程度別基準を策定するとよい。 

（発生程度別基準については、（２）巡回による調査の項を参照） 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ数多くのほ場を選定し、その地域の代表的な品種について調

査することを原則とする。できれば、薬剤の散布状況も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとに数か所のほ場を選び、１筆当たり25茎を抽出し、それぞれ上・中位葉各５葉

について寄生雌成虫数を調査し、次の基準によって程度別面積を算出する。この際、主要加害

種を記録する。 
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（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

10葉当たりの雌成虫数 ０ 1～ 3 4～10 11～100 101以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期及び定植直後から採花期まで、原則として月２回行い、その他の時期については必要

に応じて実施する。 

２ 予察法 

（１）栽培初期の発生密度と気象要因との関係から、栽培の中・後期における発生密度の予察を行うと

ともに、防除要否・防除適期を予測するものとする。 

（２）気象要因については、栽培期間中の気温、降水量の関与が大きいものと考えられる。 

（３）周辺雑草からの移入は、雑草との相関を考慮に入れるものとする。  

３ 参考 

（１）きくにおけるハダニの寄生葉率から、寄生密度や収穫期の被害量を推定する事が可能である（近

藤ら  1998：応動昆42(1)）。 

（２）きくでのナミハダニの発育、産卵数、個体群増殖には品種間差が認められている。 

（３）きくに寄生するナミハダニはきく上で周年発生していることが明らかとなっている（森下 1997：

応動昆41(1）、國本ら 1997：日本ダニ学会誌6(1））。 
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ⅩⅬⅢ グラジオラス 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 グラジオラスの生産には、球根生産と切り花生産の２種類あるが、各県の主要作型において調査を行

う。 

１ 生育ステージ調査 

（１）球根植付け期 

（２）発芽揃い期 

（３）出穂期 

（４）開花開始期 

（５）採花期 

（６）球根収穫期 

２ 発芽揃い期以降収穫期まで、１ほ場当たり10株を抽出し、葉数、出穂率を調査する。 

 

Ｂ 赤斑病 

本病は発芽期から栽培終了期まで主に葉身に発生し、特に梅雨期または秋の長雨期に急速に進展する。

多発生すると切花の品質低下や球根重の減収につながる。本病の発病進展は気温や降雨などの気象条件と

密接な関係があるので、発病推移と気象条件から梅雨期または秋の長雨期における発生消長の予察に重点

をおく。  

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

初発生までは調査ほ場から１筆当たり100株以上を抽出し、発病葉数を調査して発病葉率を求

める。初発生後は50株を抽出し、発病葉数を調査して発病葉率を求める。 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ10日ごと。 

（２）巡回における調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のアに準じて発病葉率を求め、次の基準により程度別面積を算出する。 
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（発病程度別基準） 

（ア）球根生産 

 

 

（イ）切花生産 

程度 無 少 中 多 甚 

発病葉率（％） ０ １～10 11～20 21～40 41～100 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ15日ごと。 

２ 予察法 

（１）球根生産の初発時期は気温と関係があり、茨城県（品種：トラベラ－）では、平均気温が15～

20℃となる５月中～下旬に初発生がみられる。 

（２）切花生産には多くの作型があるが、概して５～６月と８月下旬～９月の頃に発病進展する傾向が

認められる。 

（３）球根および切花生産とも初発生後の発病進展は、特に降雨によって助長され、梅雨期の降水量、

降雨日数が多い年、秋の長雨が続く年や台風による豪雨があると急激に増加する。 

（４）球根生産では初発時期が早いと発生量が多くなる傾向があり、その後の発生に大きく影響する。 

 

 Ｃ ボトリチス病 

本病の発生は鹿児島県では１月下旬から６月にかけて認められ、茨城県では梅雨期および秋の長雨期

を中心として発生し、葉身、花茎等に病斑を形成する。そこで、初発時期を明らかにし、その後の気象

条件から発生消長を予察する。 

１ 調査 

 Ｂに準ずる 

２ 予察法 

（１）初発生時期が早いと発生量は多くなる傾向がある。 

（２）降雨が発病を助長しており、降水量および降雨日数が多いと発生量が多くなる傾向にある。 

（３）梅雨期または秋の長雨時期に急速に発病進展する。 

（４）球根生産および切花抑制栽培では、生育初期の発生は少なく、葉数が３枚以上になると増加する

傾向にある。 

 

Ｄ グラジオラスアザミウマ 

本種はグラジオラスの球根、葉、花の各部を加害する。このため、切花生産では商品価値が低下し、球

根生産では球根の肥大が阻害される。そこで、本種の発生時期の早晩及び発生量の多少を知り、その後の

程度 無 少 中 多 甚 

発病葉率（％） ０ １～10 11～30 31～60 61～100 
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発生消長を予察する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

被害株率20％までは調査ほ場から１筆当たり100株を抽出し、被害葉数又は被害株数を調査し

て被害葉率又は被害株率を求める。以降は20株を抽出し、被害葉数又は被害株数を調査して被

害葉率又は被害株率を求める。 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ10日ごと。 

（２）巡回における調査 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のアに準じて調査を行い、次の基準により程度別面積を算出する 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害葉率（％） ０ １～６ ７～17 18～35 36以上 

被害株率（％） ０ １～12 13～34 35～68 69以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ15日ごと。 

２ 予察法 

寄生球根や収穫残さが本種の発生源となる。気温の上昇に伴って増殖、加害し、特に７～８月の高

温期には急増して被害株率が高くなる。発生源の有無、初発時期の早晩、発生状況及び気温から本種

の発生量を予察する。 

 

Ｅ ヨトウムシ類 

ハスモンヨトウ、シロイチモジヨトウは、花蕾と茎葉を食害し、商品価値を著しく低下させる。そこ

で、発生時期と加害時期、発生量、被害程度からその後の発生量を予察する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

初発生までは、調査ほ場から１筆当たり100株を抽出し、寄生の有無および葉位別に生息虫数
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を調査して寄生株率を求める。初発生後は50株を抽出し、寄生の有無および葉位別に生息虫数

を調査して寄生株率を求める。 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ10日ごと。 

イ 性フェロモントラップによる成虫誘殺調査 

（調査方法及び調査項目） 

予察ほ場の周辺に性フェロモンを設置し、誘殺状況を調査する。なお、両種のトラップを併

設する際は、互いに干渉しないよう10m以上距離をあける。 

（調査時期及び調査間隔） 

定植２週間前より収穫期まで半旬ごと。 

（２）巡回による調査 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のアに準じて調査を行い、次の基準により程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

寄生株率（％） ０ １～５ ６～15 16～40 41以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

生育期間を通じ15日ごと。 

２ 予察法 

（１）ハスモンヨトウ 

性フェロモントラップ誘殺数は４月から漸増し、10～11月に最も多くなる。性フェロモントラッ

プ誘殺数とほ場における寄生株率との間に正の相関があり、特に８月の性フェロモントラップ誘殺

数が多い場合、９月に多発生することが予測される。 

（２）シロイチモジヨトウ 

性フェロモントラップ誘殺数は８～11月に多くなる。被害株率は、性フェロモントラップ誘殺数

の増加に伴って高くなるので、本種の発生時期及び発生量は、性フェロモントラップ誘殺数によっ

て推定する。 
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ⅩⅬⅣ すいせん 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 にほんすいせんについては、季咲栽培（５年から10年の間据え置き、適宜採花するもの）及び促成栽培

（季咲畑または球根養成畑から球根を掘り上げて選別し、高温処理した後に植え付けるもの）の２栽培型

がある。 

 いずれの栽培型によるものであるかを明らかにしておく。 

１ 球根植付け期 

２ 発芽揃い期 

３ 結蕾期（葉間に蕾が見え始めた時期） 

４ 開花開始期（40～50％の株が開花し始めた時期） 

５ 花茎収穫期 

６ 球根収穫期 

７ 栽培型 

 

Ｂ ウイルス病 

すいせんのウイルス病は、発生が多く被害が大きい。病原ウイルスとしては９種類が知られている。特

にスイセン黄色条斑ウイルス（ＮＹＳＶ）については多く発生しており、葉に明瞭な黄色条斑を生ずるた

め被害が大きい。このほか比較的分布の広いものとして、スイセンモザイクウイルス（ＮＭＶ）、スイセ

ン微斑モザイクウイルス（ＮＭＭＶ）、キュウリモザイクウイルス（ＣＭＶ）及びタバコ茎えそウイルス

（ＴＲＶ）がある。これらのウイルスはいずれも汁液伝染するほか、ＮＹＳＶやＣＭＶ及びソラマメウイ

ルトウイルス（ＢＢＷＶ）はアブラムシ類により伝搬される。 

このため、生育初期における発病を早期に確認するとともに、発生したモザイク病がいずれのウイルス

によるものであるかを把握することにより、それぞれの伝染方法に応じた適切な防除の実施に資する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり50株を抽出して、病徴（黄色条斑、モザイク、萎縮、葉のねじれ等）

の有無を調査し、発病株率を求める。 

（調査時期および調査間隔） 

発芽後から収穫期までの期間内に、10日ごと。 
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イ 病原ウイルスの確認調査 

（調査方法および調査項目） 

病徴が鮮明に現れている葉を採取し、数種の検定植物による反応結果、血清学的診断、遺伝

子診断等による検定によりウイルスの種類を同定する。なお、複数のウイルスが重複感染して

いることが多いことに留意する。 

（検定植物での反応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ：局部病斑、Ｍ：モザイク、Ｎ：えそ、－：無病徴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｌ：局部病斑、Ｍ：モザイク、Ｎ：えそ、－：無病徴 

（調査時期および調査間隔） 

調査は随時行うものとする。 

 

検定植物 Chenopodium 
amaranticolor 

せんにちこう いんげんまめ 

ウイルスの種類 
接種葉 上葉 接種葉 上葉 接種葉 上葉 

ＮＹＳＶ — — — — — — 

ＮＭＶ Ｌ — Ｌ Ｍ Ｌ — 

ＮＭＭＶ Ｌ — Ｌ — — — 

ＣＭＶ Ｌ — — Ｍ — — 

ＢＢＷＶ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ Ｌ — 

ＴＲＶ Ｌ — Ｌ Ｍ Ｌ — 

ＡｒＭＶ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ 

ＴＢＲＶ Ｌ Ｍ — Ｍ — Ｍ 

ＴｏＲＳＶ Ｌ Ｍ — Ｍ — Ｍ 

検定植物 
たばこ きゅうり 

ウイルスの種類 
接種葉 上葉 接種葉 上葉 

ＮＹＳＶ — — — — 

ＮＭＶ — — — — 

ＮＭＭＶ — — — — 

ＣＭＶ — Ｍ — Ｍ 

ＢＢＷＶ — Ｍ — — 

ＴＲＶ Ｌ Ｍ，Ｎ Ｌ — 

ＡｒＭＶ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ 

ＴＢＲＶ Ｌ Ｍ — Ｍ 

ＴｏＲＳＶ Ｌ Ｍ Ｌ Ｍ 
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（２）巡回による調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

（１）のアに準じ、発病株率を求め、次の基準により程度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

発病株率（％） ０ １～20 21～40 41～70 71以上 

 

（調査時期および調査間隔） 

発芽期より１５日ごと。 

イ 病原ウイルスの確認調査 

（１）のイに準ずる。 

２ 予察法 

ＮＹＳＶ、ＣＭＶおよびＢＢＷＶについては、アブラムシ類による虫媒伝搬するので、アブラムシ

類の飛来消長調査を参考にしながら、発生量を予察する。 

 

Ｃ 葉先枯病 

本病は、Phoma sp.による病害である。主に葉身の先端部に発生し、初め褐色～黒褐色の斑点を形成し、

次第に拡大し紡錘形を呈し、後に病斑内部は枯死し、周縁は黄変する。また、年によって花茎、葉身の株

にも周囲がやや退色した褐色の斑点を形成することがある。多湿条件下では病斑上に褐色の分生子殻が認

められ、検鏡すると楕円形または円形で1細胞の分生子が観察される。斑点病とは病徴が似ており、顕微

鏡観察によって区別する必要がある。（斑点病菌の分生子は２～４細胞である） 

発生は発芽直後から見られ、結蕾期頃より急進展し、発病最盛期となる。このため、発芽直後からの発

生消長の把握に予察の重点をおく。 

１ 調査 

（１）定点における調査発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

初発生日を把握するとともに、初発生後は調査ほ場から１筆当たり５０株を抽出し、発病の有

無を調査して発病株率を求め、次の式に及び基準より発病度を算出する。 

発病度＝
４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋Ｄ

４ × 調査株数 
× 100 

Ａ：葉先から10cm以上褐変 

Ｂ：葉先から５cm以上褐変 

Ｃ：褐点と葉の黄化 

Ｄ：褐点のみ 
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Ｅ：発病が認められない 

（調査時期および調査間隔） 

発芽直後から収穫期までの期間内に、10日ごと。 

（２）巡回による調査発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

（１）に準じて発病株率および発病度を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

発病度 ０ １～５ ６～10 11～30 31以上 

（調査時期および調査間隔） 

発芽期より15日ごと。 

２ 予察法 

排水の悪いところや雨の多い年に多発しやすい。 

発芽直後より見られるが、結蕾期頃より進展が激しくなる。発芽直後からの発生消長を把握する。 
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ⅩⅬⅤ チューリップ 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 １ 球根植付け期 

 ２ 萌芽期（調査株の80％が萌芽したとき） 

 ３ 開花期（調査株の80％が開花したとき） 

 ４ 球根収穫期 

 

Ｂ 褐色斑点病 

生育期の気象条件や分生子の飛散状況から、本病の発生時期や発生量を予察する。   

１ 調査 

（１）定点における調査発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

ほ場から１品種当たり任意６０株抽出し、第２葉の病斑数を調査して、次の式及び基準により

発病度を算出する。 

発病度＝
５Ａ＋４Ｂ＋３Ｃ＋２Ｄ＋Ｅ

５ × 調査果数 
× 100 

Ａ：第２葉の病斑数が1,000以上あるいは大型の病斑が１個以上  

Ｂ：第２葉の病斑数300以上1,000未満 

Ｃ：第２葉の病斑数が50以上300未満  

Ｄ：第２葉の病斑数が５以上50未満  

Ｅ：第２葉の病斑数が0.1以上５未満  

Ｆ：無病徴 

（調査時期および調査間隔） 

萌芽期以降茎葉黄化期まで10日間隔。 

（２）巡回による調査発病状況調査 

（調査方法および調査項目） 

生産団地ごとになるべく多くのほ場を選び、（１）に準じて発病度を求め、次の基準による程

度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 微 少 中 多 甚 

発病度 ０ １～20 21～40 41～60 61～80 81以上 
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（調査時期および調査間隔） 

萌芽期以降茎葉黄化期まで10日間隔。  

２ 予察法 

（１）初発生時期（球根伝染株の発病を除く） 

初発時期は、萌芽期およびその後の生育が早い場合に早まる。すなわち、萌芽期以降の気温が高

く、かつ降雨の多い場合に初発時期は早く、発生量も多い。 

（２）生育期発生程度 

気象要因からの生育初期の発病程度予測は難しいが、生育中期以降は予測が可能である。すなわ

ち、生育中期（４月中下旬）の発病度は、生育初期の気温が高く、降水量が多い時に高くなる。生

育後期（５月中旬以降）の発病度は生育中期（４月中下旬）の発病度が高く、かつ生育中期以降の

降水量が多い時に高くなる。 

３ 参考 

（１）調査する品種は生育期間が長く、本病に弱い品種（例：Single Late群に属する品種、レナウン、

メントンなど）を選定する。 

（２）近年導入された摘花機による摘花作業は、品種・作業条件によっては、葯や花茎断片が茎葉上に

落下し、そこから発病が進展することから、摘花機の操作次第で、生育後期の発生程度が左右され

る。したがって、調査ほ場は手で摘花することが望ましい。 

（３）萌芽時に見られる球根伝染由来発病株を放置すると、局部的に激発することから、定点調査では

同発病株は抜き取って処分する。 

 

Ｃ アブラムシ類 

アブラムシ類は球根生産ではその吸汁害よりもむしろモザイク病の媒介者として重要な害虫である。

一方、切り花栽培では寄生そのものが問題になる。 

このため、有翅虫の飛来並びに無翅虫の増殖の早晩および多少を予察することに重点を置く。 

 １ 調 査 

（１）定点における調査 

ア 有翅虫の飛来消長調査 

（調査方法および調査項目） 

ほ場の定点に黄色水盤を設置し、飛来した有翅虫数を数える。 

（調査時期および調査間隔） 

萌芽期～茎葉黄化期、５～７日間隔。 

イ 寄生状況調査 

（調査方法および調査項目） 

ほ場の１品種あたり任意60株について、寄生虫数を肉眼観察によって調査する。 
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（２）巡回による調査 

ア 寄生状況調査 

（調査方法および調査項目） 

生産団地ごとになるべく多くのほ場を選び、（１）のイに準じて寄生虫数を調査し、次の基

準によって程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

基準Ｉ：吸汁害を基準とする場合 

程度 無 少 中 多 甚 

寄生虫数／株 ０ １～10 11～50 51～100 101以上 

寄生株率（％） ０ １～25 26～50 51～75 75以上 

基準II：モザイク病の被害を基準とする場合 

程度 無～少 中 多 甚 

寄生虫数／株 ０～１ ２～10 11～40 41以上 

寄生株率（％） ０ 26～50 51～75 75以上 

（調査時期および調査間隔） 

萌芽期～茎葉黄化期、10日間隔。  

２ 予察法 

（１）有翅虫の飛来は日平均気温が10℃以上になってから認められる。 

（２）初春の気温が高いときに飛来のピークは早まる。 

（３）飛来量や寄生密度は飛来期間の平均気温が高く、降水量が少ない場合に多い。   

３ 参考 

（１）調査する品種は生育期間が長いもの（例：Single  Late群に属する品種）を選定する。 

（２）北陸地域の露地栽培では寄生密度が低いことから、発生程度別基準は基準IIに従って調査し、そ

の旨明記する。 
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ⅩⅬⅥ ゆり 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 １ 播種期 

 ２ 発芽揃い期（発芽能力のある種子の50％以上が地上部に芽を出した日） 

 ３ 球根植付け期 

 ４ 萌芽揃い期（萌芽可能な株の50％以上が地上部に芽を出した日） 

 ５ 出蕾期（出蕾可能な株の50％以上が出蕾した日） 

 ６ 花茎収穫期 

 ７ 開花始期（開花可能な株の第１花の20％以上が開花した日） 

 ８ 球根収穫期 

 

Ｂ ウイルス病（モザイク病） 

ゆりのウイルス病は発生が多く、球根養成栽培では致命的な被害を生じる。本病の病原は、チューリ

ップブレーキングウイルス（ＴＢＶ）、キュウリモザイクウイルス（ＣＭＶ）、ユリ潜在ウイルス（ＬＳ

Ｖ）、カンキツタターリーフウイルス（ＣＴＬＶ）等があり、前３種が関与することが多い。ＴＢＶ、Ｃ

ＭＶ及びＬＳＶは、アブラムシ類による非永続伝搬、接触伝染し、ＣＴＬＶは接触伝染、種子伝染する。 

このため、発病を早期に確認するとともに、発生したウイルス病の病原ウイルスの種類を把握して、

それぞれの伝染方法に対応した適切な防除対策の実施に資する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり50～100株抽出し、株ごとに発病状況を調査して、次の式及び基準に

より発病度を算出する。 

 発病度＝
３Ａ＋２Ｂ＋Ｃ

３ × 調査株数 
× 100 

Ａ：葉のモザイク症状、葉のよじれ、葉のえそ斑等が見られ、株全体が萎縮しているもの 

Ｂ：葉のモザイク症状、葉のよじれ、葉のえそ斑等が見られるが、株の萎縮は認められな 

いもの 

Ｃ：わずかに葉のモザイク症状やよじれが見られるもの  

Ｄ：発病が認められないもの 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期に１回、定植後あるいは萌芽後は10～15日ごと。 
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イ 病原ウイルスの確認調査 

（調査方法及び調査項目） 

発病株から病徴がよく現れている葉を取り、検定植物に対する汁液接種、血清学的診断また

は遺伝子診断等によりウイルスの種類を判別する。 

（検定植物での反応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｍはモザイク、Stは萎縮、Ｎはえそ斑、Ｌは局部病斑、 

（ ）は系統により感染すること、－は病徴が認められないことを示す。 

井上ら(1979）、前田・井上(1983）、前田ら(1984)及び萩田ら(1989)より作成 

（調査時期及び調査間隔） 

随時。 

（２）巡回による調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のアに準じて発病度を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程 度 無 少 中 多 甚 

発病度 ０ １～ ５ ６～10 11～30 31以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期に１回、定植後あるいは萌芽後は10～15日ごと。 

イ 病原ウイルスの確認調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のイに準ずる。 

（調査時期及び調査間隔） 

随時。 

２ 予察法 

（１）ＴＢＶ、ＣＭＶ及びＬＳＶはアブラムシ伝搬するので、アブラムシ類の飛来消長調査によってそ

検定植物 

 
 

 

ウイルスの種類 

Chenopodium 
quinoa 

Nicotiana 
glutinosa 

ささげ 

接種葉 上葉 接種葉 上葉 接種葉 上葉 

ＴＢＶ （Ｌ） — — — — — 

ＣＭＶ Ｌ — Ｌ — Ｌ — 

ＬＳＶ — — — — — — 

ＣＴＬＶ Ｌ Ｍ，St — Ｍ Ｌ Ｎ 
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の発生量を予察する。 

（２）同一種球による栽培型では前年の発生量によって予察する。 

 

Ｃ 葉枯病 

葉枯病は、育苗期または萌芽期から収穫期に至るまでの栽培の全期間にわたって発生し、病勢進展が著

しい場合には株は早期に枯死する。また、病斑形成部位は茎葉、花弁に留まらずりん片にも及ぶことから、

切り花栽培、球根養成栽培ともに大きな被害となる。なかでも切り花栽培においては、出荷対象部位のわ

ずかな病斑形成により商品としての価値がなくなるため、甚大な被害が生じる。本病の主な伝染源は、保

菌種子やり病球根に由来する発病株と越冬菌核上及び前作の被害植物体上に形成される分生子であり、そ

の後のまん延の原因も新たな病斑上に形成される分生子である。こうした分生子の形成や感染の際には、

気温、湿度等の気象要因が大きく影響する。 

このため、気象条件に十分留意して、栽培期間中の発病状況、切り花栽培においては最上発病葉の推移

及び分生子の飛散状況を調査し、その後の発生程度及び被害量を予察する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

初発生日を把握するとともに、調査ほ場から１筆当たり25～50株を抽出し、株ごとに発病状

況を調査して、次の式及び基準により発病度を算出する。なお、発芽あるいは萌芽直後で株当

たりの葉数が６枚に満たない場合には発病の有無のみを調査する。 

 発病度＝
４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋Ｄ

４ × 調査株数 
× 100 

Ａ：株の２／３以上の葉に発病しているもの 

Ｂ：株の１／３以上２／３未満の葉に発病しているもの  

Ｃ：株の１／６以上１／３未満の葉に発病しているもの  

Ｄ：株の１／６未満の葉に発病が見られるもの 

Ｅ：発病が認められないもの 

（調査時期及び調査間隔） 

発芽後あるいは萌芽後から10～15日ごと。 

イ 最上発病葉の調査 

（調査方法及び調査項目） 

しんてっぽうゆりなど収穫期の草丈と出荷時の荷姿とが相当異なる切り花品種では、栽培ほ

場において、25～50株を抽出し、株ごとに草丈及び株元から最上位の発病葉の基部までの高さ

を計測する。 
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（調査時期及び調査間隔） 

抽台期から10～15日ごと。 

（２）巡回による調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のアに準じて発病度を求め、次の基準によって程度別面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

発病度 ０ １～５ ６～10 11～30 31以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

育苗期に１回、定植後あるいは萌芽後は10～15日ごと。 

イ 最上発病葉の調査 

（調査方法及び調査項目） 

（１）のイに準じて行う。 

（調査時期及び調査間隔） 

抽台期から10～15日ごと。  

２ 予察法 

（１）葉枯病の発生量は降雨と密接な関連があり、降水量と高い正の相関が認められる。 

（２）葉枯病の病勢進展は発病程度によっても影響を受け、発病葉率が高い場合ほど、その後の発病は

助長されやすい。 

（３）本病り病葉には大きさや周縁部の色の異なる病斑がみられるが、本ぽ移植後のしんてっぽうゆり

やすかしゆりでは葉に形成される病斑のうち、病斑長径が10mmを越える病斑上で、また、オリエン

タルハイブリッドでは病斑長径が５mmを超える病斑（以下、大型病斑）でのみ分生子が観察される。

周縁がやや不鮮明で灰緑色ないし暗緑色を呈する楕円形あるいは不整形の大型病斑は病斑拡大が急

激で、病斑上にはおびただしい数の分生子が形成される。こうした大型病斑が多数現れた場合には

急速に病勢が進展しやすい。 

（４）分生子は、20℃温度条件下において湿室８時間以上で葉に感染し、湿室保持時間が長くなるほど

感染数は増す。もっとも早い場合には16時間後には発病する。また、湿室24時間の場合、感染適温

は15～20℃で、低温限界は５℃付近、高温限界は25～30℃の間である。 

（５）切り花栽培における本病の被害は、発病度が低くても上位葉が侵された場合、致命的となる。し

たがって、抽台期以降、発病葉高／草丈の値が大きくなる場合には被害に直結することが予想され、

収穫期が近くなるほどその傾向は強まる。 

（６）葉枯病の発病初期において、菌核上の分生子形成の急激な高まりが発病株率の急増期にやや先行
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するのでこれを観察するのも予察上参考となる。 

 

Ｄ アブラムシ類 

吸汁による直接被害と同時にチューリップブレーキングウイルス（ＴＢＶ）、キュウリモザイクウイ

ルス（ＣＭＶ）及びユリ潜在ウイルス（ＬＳＶ）のウイルス病の媒介虫としても重要であり、有翅虫の

飛来並びに無翅虫の増殖の早晩及び多少を予察すると同時に、ウイルス病発生との関連を知ることに予

察の重点をおく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 黄色水盤による成虫の飛来調査 

（調査方法及び調査項目） 

ほ場に黄色水盤を設置し、種類ごとの飛来数を調査する。 

（調査時期及び調査間隔） 

３月から11月まで、原則として毎日。 

イ ほ場における発生消長調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり25花茎を抽出して、花茎先端部（第１図参照）に寄生するアブラム

シについて、有翅・無翅別に寄生数を調査する。または、50花茎を抽出して花茎先端部におけ

る寄生の有無を調査して寄生花茎率を求める。いずれの場合も、調査時の優占種を記録する。 

なお、球根養成ほ場の開花期以降は、各花茎上位４葉を調査する。また、花茎先端部におけ

る寄生花茎率（％）(p)と１花茎当たり寄生数(m)との関係は、 

m＝｛-4.8732*log e(1-p/100)｝1.1282である。 

（調査時期及び調査間隔） 

発芽（萌芽）または定植直後から収穫期まで、10～15日ごと。 
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第１図 

（２）巡回による調査 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

生産団地ごとになるべく多くのほ場を選び、１筆当たり25花茎を抽出して花茎先端部の寄生

虫数を調査するか、50花茎を抽出して花茎先端部における寄生の有無を調査して寄生花茎率を

求め、次の基準によって程度別面積を算出する。なお、球根養成ほ場の開花期以降は、各花茎

上位４葉を調査する。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

１花茎先端部当

たり寄生虫数 
０ １～５ ６～10 11～30 31以上 

寄生株率（％） ０ １～57 58～79 80～98 99以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

発芽（萌芽）または定植直後から10～15日ごと。 

２ 予察法 

（１）ゆりでは春期における本ぽでの発生時期・発生量を予察する。ワタアブラムシの黄色水盤飛び込

み量とウイルス病発病株との間には正の相関が認められている。なお、冬期の気象条件が及ぼす影

響についても検討する。 

（２）ほ場でのアブラムシ類の増殖は年次によって、かなり差が見られる。ほ場での密度、気象条件、

天敵の発生状況などから、その後の発生量を予察する。 
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ⅩⅬⅦ りんどう 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況調査 

 １ 生育調査 

 （１）草丈（地際より花頂部までの長さ） 

 （２）節数（地際部において節間長が茎中央部の節間長の1/3以下であるもの及び頂部において節間長が

草丈の基部から2/3の位置における節間長の1/3以下であるものについては、その節は数え

ない） 

 （３）花段数（頂部において節間長が茎上部の節間長の1/3以下である節又は花弁がついに着生している

位置を１段目とする） 

 ２ 生育段階調査 

 （１）萌芽期（芽の頂部の割れ始めた茎数が、総茎数の50％を超えた時期） 

 （２）展葉期（最初の対葉が完全展開した茎数が、総茎数の50％を超えた時期） 

 （３）側芽発生期（茎数の50％以上について、側芽が葉腋に着生したとき） 

 （４）着蕾期（茎数の50％以上について、側芽の先端が肥厚し、膨らんだ蕾の状態になったとき） 

 （５）収穫期（茎数の50％以上について、頂花の２～３花が開花したとき） 

 

Ｂ 葉枯病 

本病はりんどうの栽培期間中を通してえぞ系りんどうに発生し、ささ系りんどうには発生しない。発生

は下位葉から始まり、上位葉へと進展する。本病原分生子の飛散には水滴が必要であるため、梅雨期の６

月中旬～７月中旬にほ場内にまん延する。 

このため、発生状況を調査し、そのまん延と関係の深い気象状況から、発生時期及び発生量を予察する。  

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病推移調査 

（調査方法及び調査項目） 

本病は品種によって感受性に大きな差があるため、ほ場の選定に当たっては、感受性品種栽

培ほ場を選ぶ。１筆当たり異なる株から20茎を抽出し、節数、最高発病節位を調査する。 

また、100株を抽出し、発病株数を調査して発病株率を求め、併せて薬剤の散布実績も記録す

る。 

（調査期間及び調査間隔） 

６月中下旬～10中旬に15日間隔 
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（２）巡回による調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場の３畦からそれぞれ100茎、計300茎を抽出し、採花部位の発病の有無を調査して、

発病茎率を求め、次の基準により程度別面積を算出する。また、薬剤の散布実績も記録する。 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

採花部発病茎率（％） ０ １～５ ６～25 26～40 41以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

着蕾期～開花盛期に15日間隔  

２ 予察法 

以下の点に留意し、発生時期及び発生量を予察する。 

（１）梅雨期に降雨により病原胞子が飛散するので、降雨日数が多い年には多発する傾向がある。 

（２）本病は基本的には下位葉から上位葉へ伸展するが、着蕾期には下位葉での発病が無くても上位葉に 

伸展する場合があるため、着蕾期までの発病株率が高い場合は防除を徹底する。 

 

Ｃ 花腐菌核病 

本病はりんどうの開花始め頃から発生する。初め、花弁が水浸状に腐敗し、腐敗は次第に花全体から

茎にまでおよび、茎全体を枯死させる。晩秋になると、枯死した花や茎の表皮下に黒色で偏平な菌核を

形成する。 

本病の子のう胞子が侵入できる部位は花弁だけであるので、りんどうの開花開始時における本病発生

の確認とその後の発生量の推移が問題となる｡ したがって、子のう胞子の飛散開始時期及び飛散量の予

察に重点をおく。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 菌核の発芽及び子実体の発育程度調査 

（調査方法及び調査項目） 

菌核発芽前（遅くとも7月中旬まで）に、りんどうほ場から菌核を100個採集し、これをりん

どう株間の直射日光が当たらない土壌表面に設置し、菌核の発芽割合及び子実体の発育程度を

次の基準に従って調査する｡ なお、 子のう胞子の飛散は第Ⅳ期型になって始まる｡ 

子実体の発育程度 

第Ⅰ期型：わずかに発育 

第Ⅱ期型：棒状突起の先端がふくらむ 
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第Ⅲ期型：棒状突起の先端が椀状になる 

第Ⅳ期型：子のう盤が展開 

第Ⅴ期型：老化腐敗 

（調査時期及び調査間隔） 

８月下旬から10月まで（菌核からの子実体発芽確認後、 子のう盤が老化腐敗するまで）、５

～ ７日ごと｡ 

イ 発病推移調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場の３畦からそれぞれ100茎、計300茎を抽出し、発病茎数を調査して発病茎率を求め

る｡なお、 調査ほ場の薬剤散布実績についても調査する｡ 

（調査時期及び調査間隔） 

開花している品種について、９月から10月まで５～７日ごと｡ 

（２）巡回による調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

予察対象地域の開花品種について、（１）のイに準じて発病茎率を求め、 次の基準に従って

程度別面積を算出する｡ なお、 調査ほ場の薬剤散布実績についても調査する｡ 

（発病程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

発病茎率（％） ０ １～５ ６～20 21～30 31以上 

 

（調査時期及び調査間隔） 

（１）のイに準じる。  

２ 予察法 

（１）定点圃における初発生、最盛期の予察 

菌核は、晩秋に形成され、越冬、越夏し、晩夏に子のう胞子を飛散させて第一次伝染源となるの

で、子のう胞子の飛散開始時期、最盛期を知ることにより本病の初発生、発生最盛期を予察する｡ 

なお、感染から発病までの潜伏期間は３～４日である｡ 

（２）開花前の発病は認められないので、発病調査は開花開始直後から行う｡ 

（３）子のう胞子の飛散は夏を経過した後に始まるので、 早生品種や半促成栽培では発病が認められな

い｡ 調査対象品種は、 9月以降に開花する中生及び晩生品種とする｡ 

３ 参考 

（１）子実体の形成は多雨年や多湿ほ場で多くなる｡ 

（２）子実体の形成は低温年や寒冷地で早くなる。 
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（３）平年における防除開始時期は９月上旬（寒冷地で８月下旬）である。 

（４）子のう盤の主な発生パターン 

     

 

 Ｄ ハダニ類 

りんどうにはナミハダニとカンザワハダニが寄生する。通常の寄生部位は葉であるが、多発すると花蕾

にも寄生して切花の商品価値を著しく低下させる。両種とも周辺の雑草や枯茎で越冬し、温度の上昇にと

もないりんどうに移動して増殖する。 

このため、越冬密度から春期発生量、その後の寄生密度から夏期発生量を予察し、防除適期の決定に資

する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 越冬状況調査 

越冬量を調査し、その後の発生量の予察に資する。 

（調査方法及び調査項目） 

100茎（10株連続）について、越冬成虫数を種類別に調査する。 

（調査時期） 

展葉期に１回。 

イ 発生状況調査 

発生量を調査し、その後の発生量の予察に資する。 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり25茎を抽出し、１茎当たり上・下位葉各２葉について、雌成虫やそ

の他虫数及び卵を種類別に調査する。 

（調査時期） 

５月下旬から10月上旬まで７～10日ごと。 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ多くのほ場を調査する。また、薬剤の散布実績も記録する。 
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ア  越冬状況調査 

（調査方法及び調査項目及び調査時期） 

（１）のアに準ずる。 

イ 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり25茎を抽出し、１茎当たり上・下位葉各２葉について寄生の有無を

調査し、次の基準によって程度別面積を算出する。この際、主要加害種を記録する。 

（発生程度別基準） 

 

 

 

（調査時期） 

６月から開花盛期まで月２回。 

２ 予察法 

（１）初期発生量に気象予報を加味してその後の発生量を予察する。 

（２）高温・少雨の気象条件下で多発しやすい。 

 

 

Ｅ リンドウホソハマキ 

本種は幼虫が生長部、茎の内部、花蕾を食害するため、切花の商品価値を著しく低下させる。年３～４

回発生するが、重点防除世代は第１世代である。このため、越冬世代成虫の発生時期を予察し、防除適期

の決定に資する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 越冬世代成虫の発生状況調査 

成虫の羽化時期を調査し、第１世代防除時期の予察に資する。 

（調査方法及び調査項目） 

前年多発したほ場から３月～４月中旬に老熟幼虫が入ったままの被害茎を100茎程度採取し、

これを細かい目の網かごに収容し、枯茎が乾燥すると羽化時期がばらつくので乾燥しないよう

にほ場内の地面に接するように設置し、羽化数を調査する。 

（調査時期） 

５月から羽化終了時まで原則として毎日 

イ 被害状況調査 

被害状況を調査し、その後の発生時期及び発生量の予察に資する。 

程度 無 少 中 多 甚 

寄生葉率（％） ０ １～25 26～50 51～90 91以上 
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（調査方法及び調査項目） 

予め定めた25茎について、葉の被害（葉位別の潜葉痕数）と茎の被害（生長部食害茎数、被

害茎数、節位別の食入孔数）を調査する。また、蛹殻が目立つ時期に周辺の茎を分解し、発育

ステ－ジ別（幼虫、蛹、羽化）の寄生虫数を調査する。 

（調査時期） 

６月上旬から10月下旬まで７～10日ごと 

（２）巡回による調査 

作付けの多い地域ごとにできるだけ多くのほ場を調査する。また、薬剤の散布実績も記録する。 

ア 発生状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

調査ほ場から１筆当たり100茎を抽出して、被害茎数を調査して被害茎率を求める。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害茎率（％） ０ １ ２～５ ６～10 11以上 

（調査時期） 

各世代の被害盛期に１回  

２ 予察法 

（１）越冬世代成虫の発生時期及び有効温量から次世代以降の発生時期を予察する。 

（２）当世代の発生量から次世代の発生量を予察する。  

３ 参考 

（１）越冬世代の羽化までの発育零点及び有効温量は明らかにされている。しかし、本種は地表面上の

枯茎内で越冬するため、平均気温では越冬世代成虫の発生時期を予察することは難しい。平均気温

から地表面気温を推測できる技術開発が待たれる。 

（２）非休眠世代の卵から成虫までの発育零点及び有効温量は、9.6℃、493日度である。 

（３）多発ほ場では蛍光灯による予察灯を利用して成虫の発生予察が可能である。 

（４）防除開始時期は越冬世代の羽化揃期である。 
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ⅩⅬⅧ しば 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 しばに寄生する各種病害虫は、しばの種類や栽培条件により発生時の時期や程度が大きく異なる。この

ため、調査地点のしばの耕種事情及び生育状況を的確に把握し、病害虫の発生との関連性を検討すること

とする。 

１ しばの種類 

 日本しば（のしば、こうらいしば等）及び西洋しば（ベントグラス、フェスク等）の区別を聞き取

りにより調査する 

２ 生育相の調査 

 しばの生育相について、聞き取りにより調査を行う。 

（１）定植期（栽培地以外では張り芝期とする） 

（２）出芽期（播種したものの約50％が出芽した時期） 

（３）萌芽期（休眠していた芽の約50％が萌芽し始めた時期） 

（４）刈込み時期と回数 

（５）切取り期（出荷のために切り取る時期） 

（６）休眠開始期（葉枯死開始期）（上位２葉の葉先が訳20％枯死した時期） 

３ 生育量等の調査 

 各観察ほ場において、以下の調査を行う。 

（１）茎数密度（単位面積当たりの茎数） 

（２）器官調査（ホールカッター等で一定面積のしばを打ち抜き、根量（根密度）及び地下茎量（地下

茎密度）を調査する。表層５cmまで、５～10cm、10～25㎝の部分に分けて、重量を測定

する。） 

（３）葉色調査（葉色計により葉色を判定する） 

４ 調査時期及び回数 

 ４月から11月の間に月１～２回 

 

Ｂ さび病 

本病はのしば、こうらいしば等の日本しばに発生する。通常、春期と秋期の２回発生するが、発生消

長や発生量は年次による気象条件及び標高等によっても異なる。 

このため、ほ場における初発生からまん延に至る状況を調査し、発生時期および発生量を予察する。

また、本病はしばの生育状況（被覆度及び草丈）によっても発生程度が異なるのでしばの生育状況との関

連を調査する。 
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１ 調査 

（１）発生状況調査 

  （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の地区観察ほ場を刈り取り回数の少ないほ場から選定し、各ほ場２か所以上の

調査区画を任意に設け、それぞれについて発病面積率を求め、次の基準により程度別面積を算出

する。調査区画の面積は１a程度とし、各調査区画の平均値をその観察ほ場の発病面積率とする。 

（発病程度別基準） 

   生産ほ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ ５以下 ６～10 11～19 20以上 

ゴルフ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ 10以下 11～20 21～39 40以上 

（調査時期および調査回数） 

調査時期は４月から11月までの間、５～６月および９～10月は月２回、他は月に１回の調査を

行う。 

（２）しばの生育調査 

生産しばでは（１）の調査に併せて被覆度および草丈を毎回調査する。 

２ 予察法 

以下の点に留意し、発生時期及び発生量を予察する。 

（１）本病は、生産しば及びゴルフ場しばの両者で発生が見られるが、ゴルフ場では葉の刈り込み回数が

多いため多発することはまれである。しかし、生産しば（のしば）では刈り込み回数がゴルフ場よ

り少ないため、例年発生がみられる。 

（２）春期、秋期ともに初期には坪状に発生する。その後の発生はしばの生育との関係が大きく、被覆度、

草丈とも高くなるにつれて発病が多くなり発生量は増大する傾向がある。 

（３）病原菌は５～30℃で生育し、16～20℃が発育適温である。 

 

Ｃ 疑似葉腐病（リゾクトニア性春はげ症） 

本病は秋期から春期にかけて土壌中の日本しばのほふく茎が病原菌によって侵されるために、しばの春

期の萌芽が遅れることによって起こる。 

このため、日本しばに発生する本病の初発生の時期及び病斑進展状況を調査する。 

また、土壌中の病原菌の動向を把握することも重要で、ほふく茎での病原菌密度を併せて調査する。 

 

 



48－3 

 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の地区観察ほ場を選定する。各ほ場で前年度発生した場所をよく把握してお

き、その場所を中心に１区画１aの調査区画をそれぞれ数か所設ける。それぞれについて発病面

積を調査して各区画の平均値によりその観察ほ場の発病面積率を求め、次の基準により程度別

面積を算出する。 

（発病程度別基準） 

生産ほ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ １以下 ２～５ ６～９ 10以上 

ゴルフ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ ５以下 ６～10 11～19 20以上 

（調査時期及び調査回数） 

調査時期は３月から６月までと10月から12月とする。３～４月には１か月に２回、他の時期

には１か月に１回（30日間隔）の発病状況の調査を行う。 

イ 病原菌の確認 

 （調査方法及び調査項目） 

本病は地表下葉鞘部に斑紋症状がみられるときは疑似葉腐病（リゾクトニア性春はげ症）で

あることが多いが、パッチ症状だけから判別するのは困難である。同時期に発生する疑似葉腐

病（ピシウム性春はげ症）と区別するためには、ほふく茎から菌の分離を試み、分離菌の培養

形態を確認する。 

 （２）しばの生育調査 

（１）の調査に併せて萌芽期を調査する。 

（３）土壌中の病原菌の動向調査 

 （調査方法及び調査項目） 

当年の春期に発生した場所を中心にした数か所（３か所以上）から地下部ほふく茎を掘取り

採取する。ほふく茎をストマイ添加素寒天培地に置床し、20～25℃で培養後、PDA培地に移植し

て菌株の分離、同定を行い、分離率を求める。 

（調査時期及び調査回数） 

10月から１月までは１か月に１回、２月から４月までは14日間隔で１か月に２回の分離調査

をする。 
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２ 予察法 

以下の点に留意し、初発生時期及び発生量を予察する。 

（１）本病はのしば、こうらいしばなどの日本しばに多発し、春期の萌芽期に円形のパッチを生じる。発

生はしばの萌芽期まで拡大し、やがてしばの生育旺盛期になると症状は消失する。 

（２）多くの場合、前年度発生した場所を中心に発生がみられる。 

 

 Ｄ 葉腐病（ラージパッチ） 

本病はのしば、こうらいしばなどの日本しばで発生が多く、被害が大きい病害である。発病後の拡大が

速く、り病しばによる移動も容易なために発病後の防除では防除効果、労力及び経費などの点で十分な効

果が得られない。 

このため、初発生時期の予察を行うため、初発生からまん延に至る発生消長を気象条件等との関係で調

査する。 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 発病状況調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の地区観察ほ場を選んで、それぞれ３～５か所の調査区画を設ける。調査区

画は前年度発生した場所を中心とし、排水不良などの土壌水分の高い場所を含めた１ａを観測

定点とする。 

設定した各調査区画について発病パッチの数及び発病（パッチ）面積率を求め、次の基準に

より程度別面積を算出する。また、病斑周縁部の葉色を観察し、A:進行型、B:停止型、C:回復

型に類別する。 

（発病程度別基準） 

 生産ほ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ １以下 ２～５ ６～９ 10以上 

ゴルフ場 

程度 無 少 中 多 甚 

発病面積率（％） ０ ５以下 ６～10 11～19 20以上 

（調査時期および調査回数） 

調査時期は４月から11月までとし、調査回数は春期（４月～５月）及び秋期（９月～10月）

には月に２回以上、他の月は１回以上とする。 

（２）病原菌の分離、同定及び接種法 

葉腐病を的確に診断するにはパッチ周縁の発病部の地表～地下３cmのほふく茎の節を含む部位か
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らストレプトマイシン添加素寒天培地により菌を分離する。 

分離菌は簡易室内接種法により病原性の有無を確認する。 

（３）シュミレーションモデルによる初発生の推定 

最低気温、最高気温を測定し、数値をシュミレーションモデルに入力し推定することが可能。 

２ 予察法 

以下の点に留意し、初発生時期を予察する。 

（１）発生条件 

ア 排水溝の付近、日照不足の場所及び土壌の排水不良箇所など比較的土壌水分の高い条件の場所

で、初発生が見られる頻度が高い。 

イ 平均気温が15～20℃であり、かつ最低気温が10℃以上であることが病原菌には好適条件と推察

される。 

ウ 平均気温が20℃以上で最高気温が25℃を越えると病原菌分離率は急激に低下する傾向が認めら

れる。 

（２）春期発生 

ア これらのことから、発病は温度条件により発生消長が大きく変動することが推察される。 

イ 春期初発生の地域変動は土壌水分条件の影響が大きいと推察される。 

（３）秋期発生 

発生には気温の要因が大きいと推察される。 

３ その他 

病徴のみでは他の病害との識別が困難な場合が多いため、迅速な診断法もあわせて検討する。 

 

Ｅ コガネムシ類 

しばには多種類のコガネムシ類が発生し、成虫はしばを加害しないが、幼虫がしばの根を加害し、しば

の枯死や生育不良を発生させる。主要な発生種は地域や周囲の植物相によって変化する。また、しばの種

類によっても加害種が異なり、ドウガネブイブイ、コイチャコガネはベントグラスを好み、セマダラコガ

ネ、アシナガコガネ、ヒメアシナガコガネ、ウスチャコガネはこうらいしばやのしばに多い。 

しばにおける主要な発生種を明らかにし、成虫の発生消長及び発生量を把握し、被害程度を調査するこ

とにより、幼虫の発生時期及び発生量を予察する。 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 成虫の発生時期、発生量調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、ライトトラップ、性フェロモントラップにより成虫誘殺

数を調査する。ライトトラップはしば周辺地の見通しのよい小高い場所に設置し、多くの個体
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が誘殺されるブラックライトを使用することが望ましい。 

性フェロモントラップはしば周辺地の風通しの良い場所に設置する。設置する高さは、ヒメ

コガネ、マメコガネ及びドウガネブイブイでは１～1.5m、セマダラコガネ、チビサクラコガネ

及びヒラタアオコガネでは50cmとする。また、複数の性フェロモントラップを設置する場合は、

５m以上の間隔を開けて設置する。 

（調査時期及び調査回数） 

 ４月～10月、１～７日ごと 

イ 優占種の調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、群飛する成虫を採集する。または、１ほ場当たり３か所

について、20×20cm、深さ20cm程度を掘り起こし、土と根を分解しながら、幼虫を採集する。

採集した幼虫は飼育し、老熟または羽化させてから、種を同定し、優占種を決定する。 

（調査時期及び調査回数） 

 発生種それぞれの発生最盛期に年１～２回実施する。 

ウ 被害調査 

 （調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、その中に１区画１a（10m×10m）の調査区画を任意に設け

各調査区画ごとに被害面積率を求め、次の基準により程度別面積を算出する。調査結果は、各

調査区画の平均値をその観察ほ場の値とする。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害病面積率（％） ０ １～２ ３～５ ６～９ 10以上 

（調査時期及び調査回数） 

 発生種それぞれの発生最盛期に年１～２回実施する。 

２ 予察法 

（１）予察灯や性フェロモントラップによって成虫の被害状況を把握するが、高頻度に捕獲されるコガ

ネムシがしばの主要加害種であるかは不明であり、掘り起こしによる幼虫の調査が必要である。 

（２）コガネムシ類幼虫の被害は潜在的であり、他の原因による被害との判定が困難なこともある。こ

の場合にも掘り起こしによる幼虫の調査が必要である。 

（３）ゴルフ場ではベントグリーンの被害が多い。予察灯、性フェロモントラップにより成虫の発生時

期、発生量を把握しながら被害状況の推移に注目して防除要否の判断をする。 

 

Ｆ シバオサゾウムシ 

シバオサゾウムシは、成幼虫ともにのしばやこうらいしばを好んで食害し、ゴルフ場では、ラフやフェ
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アウェイの重要害虫となっている。成虫、蛹及び幼虫の発生量を調査し、発生最盛期、被害発生時期及び

被害程度を予察する。 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 成虫の発生時期、発生量調査 

 （調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、ピットフォールトラップ（直径10cm程度）を１地点当た

り５～10個設置して、落下成虫数を調査する。 

（調査時期及び調査回数） 

４月から10月まで１～７日ごと 

イ 幼虫・蛹の発生時期、発生量調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、直径20ｃmのホールカッターもしくはスコップ等で

20cm×20cm、深さ10cmのシバ地を掘り起こし、土と根を分解しながら生息する虫数を調査する。

掘り起こしか所数は、１地点当たり３カ所とするが、必要に応じてカ所数を増やす。 

（調査時期及び調査回数） 

６～７月と９～10月に１～２回 

ウ 被害調査 

（調査方法及び調査項目） 

県内３～５地点の観察ほ場を選び、その中に１区画１a（10m×10m）の調査区画を任意に設け、

調査区画ごとに被害面積率を求めて各調査区画の平均値をその観察ほ場の値とし、次の基準に

より程度別面積を算出する。 

（発生程度別基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害病面積率（％） ０ １～２ ３～５ ６～９ 10以上 

（調査時期及び調査回数） 

４月から10月まで月に１～２回。 

２ 予察法 

（１）成虫及び幼虫で越冬し、成虫期間が長いこともあって、常に幼虫、成虫が発生しているような状

況となる。成幼虫ともにしばの地際部、根部を加害し、密度が高くなる秋期に被害が顕在化する。 

（２）比較的大きな卵を１卵ずつしばの地際部の茎内に産卵する。産卵のためにはしばの外茎は１mm以

上必要であり、のしばや広葉系のこうらいしばで被害が発生する。 

（３）被害面積が最大となる秋期の被害と夏期のビットフォールトラップ落下成虫数との間には相関が

認められている。 
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Ｇ シバツトガ 

シバツトガ幼虫は、ベントグラスを好んで食害し、ゴルフ場では、ベントグリーンの重要害虫となって

いる。幼虫で越冬し、年３回発生する。第２世代幼虫の被害が大きいが、越冬世代幼虫、第１世代幼虫に

よっても被害が発生する。乾燥高温年に多発することが多く、年間を通して注意が必要である。 

このため、卵密度については、携帯型真空掃除機で吸い取ることによって効率的に調査を行い、予察灯、

性フェロモントラップにより、成虫の発生時期、発生量を把握しながら被害状況の推移に注目して、防除

要否の判断をする。 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 成虫の発生時期、発生量調査 

  （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の観察ほ場を選び、ライトトラップ、性フェロモントラップ等により成虫飛

来数を調査する。 

ライトトラップの光源は、多くの個体が誘殺されるブラックライトが望ましい。 

性フェロモントラップは、ＳＥトラップを用い、シバ地周辺の風通しの良い所に、１～1.5m

の高さで設置する。 

  （調査時期及び調査回数） 

４月から10月まで１～７日ごと。 

イ 被害調査 

  （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の観察ほ場を選び、その中に１区画１ａ（10×10m）の調査区画を任意に設け、

調査区ごとに被害面積率を調査して各調査区画の平均値をその観察ほ場の値とし、次の基準に

より程度別面積を算出する。 

（発生程度基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害病面積率（％） ０ １～２ ３～５ ６～９ 10以上 

  （調査時期及び調査回数） 

４月から10月まで月に１～２回。 

２ 予察法 

（１）予察灯、性フェロモントラップにより、成虫の発生時期、発生量を把握しながら被害状況の推移

に注目して、防除要否の判断をする。 

（２）気象要因としては、夏期の気温、降水量の関与が大きいと考えられ、高温乾燥年に被害が発生し

やすい。乾燥害と見誤ることがあるので注意する。 
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Ｈ スジキリヨトウ 

幼虫で越冬し、年３～４回発生する。通常、越冬幼虫による被害は、密度が低いためスポット状となる。

第２世代以降の幼虫による被害が大きく、多発生した場合、しば地全体に被害を与える。したがって、成

虫の発生時期、産卵状況、若齢幼虫による被害の把握に努め、防除適期を逸しないよう、発生予察を行う

ことが重要である。成虫の発生時期は、予察灯、性フェロモントラップによって調査が可能である。 

また、巡回調査により、卵塊密度、若齢幼虫による被害を把握し、防除要否の判断を行う。 

１ 調査 

（１）発生状況調査 

ア 成虫の発生時期、発生量調査 

 （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の観察ほ場を選び、ライトトラップ、性フェロモントラップ等により成虫飛

来数を調査する。ライトトラップは、多くの個体が誘殺されるブラックライトが望ましい。 

性フェロモントラップは、シバ地周辺の風通しの良い所に、１～1.5mの高さで設置する。な

お、通常はＳＥトラップを用いるが、多発地ではファネルトラップの使用が望ましい。 

（調査時期および調査回数） 

４月から10月まで１～７日ごと 

イ 産卵数調査 

 （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の観察ほ場を選び、その中に１区画１a（10×10m）の調査区画を任意に設け、

区画ごとに産みつけられた卵塊数を調査する。 

（調査時期および調査回数） 

４月から10月まで月に１～２回。 

ウ 被害調査 

 （調査方法及び調査項目） 

県内３～５か所の観察ほ場を選び、その中に１区画１a（10×10m）の調査区画を任意に設け、

調査区画ごとに被害面積率を求めて各調査区画の平均値をその観察ほ場の値とし、次の基準に

より程度別面積を算出する。 

（発生程度基準） 

程度 無 少 中 多 甚 

被害病面積率（％） ０ １～２ ３～５ ６～９ 10以上 

（調査時期および調査回数） 

４月から10月まで月に１～２回。 
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２ 予察法 

（１）予察灯、性フェロモントラップにより成虫の発生時期、発生量の把握を行うとともに、若齢幼虫

によるカスリ状食痕の発生に注目して、防除要否の判断をする。 

（２）刈りしばに直接産卵することは希で、しば地内の樹木や棒杭、草丈の高い植物等に卵塊で産卵す

る。したがって、ゴルフ場では樹木などの多いラフで最初の被害が発生することが多い。 
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ⅩⅬⅨ つつじ類 

 

Ａ 耕種事情及び農作物生育状況 

 １ 開花期（開花が始まった時期も記録する） 

 ２ 春梢新葉展開期（春梢の伸長が停止した時期も記録する） 

 ３ 夏秋梢新葉展開期（夏秋梢の伸長が停止した時期も記録する） 

 ４ 落葉期 

 ５ 樹容積（３月に長径、短径及び樹高を測定） 

 

Ｂ 褐斑病 

本病の発生状況は、樹種、品種、気象状況及び地域により違いが認められるが、概して初発時期は入梅

時と秋期（10月）の２つの時期がある。その後の発生の推移は気象等の影響により年次間で異なるが10月

から11月の秋期と12月から３月にかけて多発する。病徴として、葉に葉脈に区切られた多角形で褐色、大

きさ５mm前後の病斑を形成し、進展すると病斑の周りからしだいに黄化がおこり、最終的には落葉する。

これらの病斑による外観の悪化によって作物の商品価値を低下させる重要病害である。 

本病の発生予察のポイントは、まず初発時期を確認し、その後の発生の推移を新梢の展開開始時期と気

象条件から予察する。 

樹種・品種はひらどつつじを原則とする。調査は春・夏秋新梢展葉開始期、初発時期、発生の推移、気

象状況、作物の栄養状態等の調査を行う。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

ア 発病状況調査 

地域により、栽培時期・品種等が異なるので、各地域の主要樹種及び代表品種を設定したほ場

で調査を行うものとする。 

（調査方法及び調査項目） 

初発生日を把握するとともに、各作物５株の中位置５枝について新梢をマークし、その全葉

について、発病状況を調査して発病葉率を求め、次の式及び基準により発病度を算出する。 

     発病度＝
４Ａ＋３Ｂ＋２Ｃ＋Ｄ

４ × 調査葉数 
× 100 

Ａ：病斑が認められ、葉の黄化が３／４以上 

Ｂ：病斑が認められ、葉の黄化が１／４以上３／４未満 

Ｃ：病斑が認められ、葉の黄化が１／４未満 

Ｄ：病斑が認められる 

Ｅ：無発病 
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（調査時期及び調査間隔） 

４月から翌年３月まで月２回、概ね15日毎に調査する。 

（２）巡回による調査 

１地点任意のほ場内の任意の株を対象に調査を行うものとする。 

ア 発生状況調査 

（ア）調査方法及び調査項目 

調査ほ場から１筆当たり10株を抽出し、株ごとに中位置の１枝の全葉（10株合計100葉以上）

について総葉数及び発病葉数を調査して発病葉率を求め、次の基準により程度別面積を算出す

る。 

程度 無 少 中 多 甚 

発病葉率（％） ０ １～10 11～30 31～40 41以上 

（調査時期及び調査間隔） 

４月から翌年３月まで、年間24回調査する。 

２ 予察法 

現時点では気象状況から本病の発生の推移を予測することはできないが、今後のデータの蓄積によ

り、気象状況との関係を解析し、初発時期、発生状況を予察することが可能になると思われる。 

 

Ｂ ツツジグンバイ 

本種は年間３世代を経過する。越冬は葉裏の組織内（葉脈沿いが多い）に産み込まれた卵態で行い、第 

１世代１齢幼虫は暖地では４月中旬～下旬にふ化し、５齢を経過し、５月中旬～下旬に第一世代成虫が出

現する。以後10月上旬頃までやや硬化した葉の裏面を吸汁加害する。被害は葉の表からは吸汁痕は白点状

となり、ひどい場合は全面白色となり、早期落葉し、生育阻害を生じる。また葉の吸汁痕による外観の悪

化により生産苗の品質が低下し、経済的被害が生じる。 

このため、年間３回ある各世代の１齢幼虫の初発時期をふ化曲線、各発育段階の有効積算温度と気温に

よって、防除適期となる加害の初期段階である若齢幼虫の発生最盛期を予察する。 

１ 調査 

（１）定点における調査 

地域により、栽培時期・品種等が異なるので、各地域の常緑性の主要樹種、作型及び代表品種を

設定した挿し枝採取ほ場で調査を行うものとする。 

ア 発生時期 

（調査方法及び調査項目） 

 調査ほ場から前年の被害葉のある樹を10株抽出し、１株当たり５回の払落しを行うか、前年

の被害葉を採取して実体顕微鏡下で観察を行い、１齢幼虫の寄生の有無を調査する。 
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（調査時期及び調査間隔） 

 ４月、６月、８月下旬～９月の各世代の１齢幼虫発生予測５日前から１齢幼虫初確認まで適

宜実施する。 

イ 発生量調査 

（調査方法及び調査項目） 

 調査ほ場から１筆当たり10株を抽出し、１株当たり５回の払落し（Ａ４サイズのバットか

20×25cm白色版上に、樹の中央周辺部の枝を棒で叩いて払い落とすか、枝を束で掴みゆすって

落とす）により株当たり寄生虫数を調査する。または、１株当たり５～10新梢について、見取

りにより１葉当たり寄生虫数を調査する（４月～５月）。 

（調査時期及び調査間隔） 

 ４月～10月に10日ごと 

ウ 被害 

（調査方法及び調査項目） 

 調査ほ場から１筆当たり５～10株を抽出し、１株当たり５～10新梢の硬化葉について見取り

により総葉数及び被害葉数を調査して被害葉率を求める 

（調査時期及び調査間隔） 

 ５～７月（10月）に月１回 

（２）巡回による調査 

１地点当たり生産ほ場３筆を任意に選び調査を行う。 

ア 発生時期 

（１）のアに準ずる。 

イ 発生量調査 

（１）のイに準ずる。ただし調査間隔は月に１～２回とする。 

ウ 被害調査 

（１）のウに準じて被害葉率を求め、次の基準により程度別面積を算出する。 

程度 無 少 中 多 甚 

被害葉率（％） ０ １～10 11～30 31～40 41以上 

２ 予察法 

（１）第１世代１齢幼虫初発時期の予察 

２月からの日別有効温度と越冬卵ふ化の有効積算温度から算出する。 

（２）次世代１齢幼虫、成虫の初発時期の予察 

前世代１齢幼虫初発時期、産卵前期間及び各発育ステージの有効積算温度と気温から算出する 

（３）各世代の防除適期の予察 

各世代の１齢幼虫初発時期、１、２齢幼虫の発育有効積算温度と気温から算出する 
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